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〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
外
国
人

│
研
究
の
動
向
と
展
望
│

長

島

澪

は
じ
め
に

　

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
移
民
を
巡
る
諸
問
題
に
直
面
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

一
国
内
で
の
「
国
民
」・「
外
国
人
」
の
定
義
や
法
的
地
位
、
権
利
の
在
り
方
を

問
う
議
論
が
高
揚
し
た
。
そ
の
な
か
で
近
代
的
な
「
国
民
」・「
外
国
人
」
概
念

形
成
上
の
ひ
と
つ
の
転
換
期
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
で

あ
る
。
こ
う
し
て
革
命
期
の
外
国
人
に
注
目
す
る
研
究
が
、
移
民
を
巡
る
現
状

の
議
論
と
の
関
連
を
見
出
す
目
的
か
ら
少
な
か
ら
ず
現
れ
た
。
革
命
期
当
初
の

フ
ラ
ン
ス
で
は
外
国
人
は
、
人
権
理
念
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
下
に
歓
待

さ
れ
た
が
、
革
命
戦
争
を
背
景
と
す
る
国
防
上
の
要
請
に
伴
い
、
次
第
に
排
斥

対
象
と
見
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
革
命
期
の
状
況
は
、
多
分
に
外
国
人

や
移
民
を
巡
る
二
〇
世
紀
の
出
来
事
に
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

歴
史
学
的
研
究
を
中
心
に
、
革
命
期
の
外
国
人
に
着
目
し
た
研
究
の
動
向
を
概

観
し
、
研
究
課
題
と
展
望
を
提
示
す
る
。
第
一
章
で
は
、
外
国
人
の
置
か
れ
た

状
況
の
変
遷
を
通
し
て
、
革
命
期
に
お
け
る
普
遍
主
義
と
国
家
・
国
民
主
義
の

衝
突
に
注
目
し
た
研
究
を
取
り
上
げ
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、
こ
う
し
た
従
来

の
研
究
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
視
点
か
ら
、「
フ
ラ
ン
ス
人
」・「
外
国
人
」
概

念
の
革
命
期
に
お
け
る
在
り
方
に
迫
っ
た
研
究
、
す
な
わ
ち
当
時
の
国
籍
概
念

を
実
態
的
に
捉
え
た
研
究
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
研
究
課
題
を
指

摘
す
る
と
共
に
、
革
命
期
外
国
人
を
巡
る
研
究
の
こ
れ
か
ら
を
確
認
し
た
い
。

第
一
章　

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
普
遍
主
義
と
国
家
・
国

民
主
義

第
一
節　

第
一
次
世
界
大
戦
期
に
お
け
る
問
題
関
心
と
解
釈

　

本
節
で
は
、
革
命
期
の
外
国
人
の
あ
り
方
を
概
観
し
な
が
ら
、
ア
ル
ベ
ー

ル
・
マ
チ
エ
の
一
九
一
八
年
の
研
究
を
取
り
上
げ
る）

1
（

。
さ
て
、
革
命
期
の
フ
ラ

ン
ス
に
は
、
文
筆
家
や
商
工
業
者
・
聖
職
者
・
将
兵
な
ど
多
様
な
外
国
人
た
ち

の
姿
が
確
認
で
き
る
が
、
な
か
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
の
革
命
の
展
開
に
深
く
関
与

し
た
外
国
人
た
ち
も
い
た
。
例
え
ば
財
務
長
官
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ケ
ル
や
新

聞
記
者
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
マ
ラ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
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人
物
だ
が
、
そ
の
出
自
は
両
者
共
に
ス
イ
ス
で
あ
る
。
王
妃
マ
リ
＝
ア
ン
ト
ワ

ネ
ッ
ト
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
皇
女
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り

に
も
有
名
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
功
労
者
で
あ
る

イ
ギ
リ
ス
出
身
の
議
員
ト
マ
ス
・
ペ
イ
ン
や
、「
世
界
市
民
」
を
名
乗
っ
た
プ

ロ
イ
セ
ン
出
身
の
議
員
ア
ナ
カ
ル
シ
ス
・
ク
ロ
ー
ツ
な
ど
、
革
命
に
影
響
を
及

ぼ
し
た
外
国
出
身
者
た
ち
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

　

こ
う
し
た
特
筆
す
べ
き
外
国
人
た
ち
を
中
心
に
、
革
命
期
の
外
国
人
に
最
初

に
光
を
あ
て
た
の
が
マ
チ
エ
で
あ
る
。
マ
チ
エ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
刊
行
史
料
や

各
国
の
研
究
文
献
を
下
に
、
著
名
な
外
国
人
た
ち
の
素
性
や
彼
ら
と
革
命
と
の

関
わ
り
に
注
目
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
外
の
革
命
家
た
ち
・
知
識
人
た
ち

を
取
り
巻
く
当
時
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
様
相
を
提
示
し
た
。
ま
た
一
般

の
外
国
人
た
ち
に
対
す
る
議
会
の
動
向
に
つ
い
て
も
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

の
証
左
と
し
て
紹
介
し
た
。
例
え
ば
一
七
九
〇
年
五
月
二
日
に
憲
法
制
定
国
民

議
会
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
定
住
す
る
外
国
人
に
対
し
、
帰
化
に
よ
る
市
民
権
の
獲

得
を
認
め
る
デ
ク
レ
を
採
択
し
た
が
、
マ
チ
エ
は
こ
れ
を
「
人
類
の
兄
弟
愛
へ

の
動
き
」
と
し
て
取
り
上
げ
た）

2
（

。
こ
の
兄
弟
愛
の
風
潮
は
、
マ
チ
エ
に
よ
れ
ば
、

一
七
九
二
年
四
月
二
〇
日
の
革
命
戦
争
開
始
後
に
最
高
潮
に
達
す
る
。
例
え
ば

八
月
二
六
日
、
議
会
は
、
革
命
理
念
の
伝
播
に
貢
献
し
た
外
国
の
哲
学
者
た
ち

に
対
し
フ
ラ
ン
ス
市
民
権
を
与
え
る
決
定
を
し
た
。

　

一
方
で
マ
チ
エ
が
強
調
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
外
国
人
へ
の
友
好
的
な
風
潮

が
、
戦
争
の
継
続
に
伴
う
国
防
上
の
必
要
ゆ
え
に
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も

と
よ
り
周
辺
諸
地
域
の
密
使
に
対
す
る
懸
念
は
議
会
内
外
で
見
ら
れ
た
が
、
一

七
九
三
年
一
月
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
処
刑
に
伴
う
対
仏
大
同
盟
の
登
場
と
戦
局
悪

化
は
、
国
内
の
外
国
人
に
対
す
る
一
層
の
警
戒
と
監
視
に
繫
が
っ
た
。
一
七
九

三
年
三
月
二
一
日
議
会
は
、
疑
わ
し
い
外
国
人
を
取
り
締
ま
る
べ
く
、
市
町
村

ご
と
に
一
二
人
か
ら
成
る
監
視
委
員
会
を
設
置
し
、
敵
国
出
身
者
の
審
査
を
行

な
う
と
し
た
。
同
年
八
月
以
降
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
密
使
の
暗
躍
が
露
呈
し
た

こ
と
を
背
景
に
、
敵
国
人
の
逮
捕
・
追
放
・
財
産
の
接
収
が
進
め
ら
れ
た
。
さ

ら
に
は
、
戦
局
悪
化
だ
け
で
な
く
経
済
状
況
の
悪
化
の
責
任
も
外
国
人
に
転
嫁

さ
れ
、「
外
国
人
の
陰
謀
」
説
が
議
会
内
外
で
声
高
に
唱
え
ら
れ
た
。
こ
う
し

て
、
将
校
・
銀
行
家
な
ど
国
内
の
有
力
な
外
国
人
や
、
公
職
に
就
く
外
国
出
身

者
へ
の
糾
弾
が
強
ま
り
、
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
外
国
人
は
逮
捕
・
処
刑
の
対
象

と
さ
れ
た
。
一
七
九
四
年
初
頭
に
は
、
外
国
人
哲
学
者
へ
の
市
民
権
付
与
を
認

め
た
先
の
デ
ク
レ
が
打
ち
消
さ
れ
、
議
員
の
地
位
を
追
わ
れ
た
ペ
イ
ン
と
ク
ロ

ー
ツ
は
逮
捕
さ
れ
た
。
ま
た
外
国
人
と
政
治
的
・
経
済
的
に
密
だ
っ
た
フ
ラ
ン

ス
人
議
員
も
、
陰
謀
の
か
ど
で
告
発
さ
れ
た
。
か
く
し
て
マ
チ
エ
は
、
フ
ラ
ン

ス
と
諸
外
国
の
人
々
の
間
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
、
戦
争
を
背
景
と
す
る

国
防
上
の
要
請
に
よ
り
後
退
し
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
し
て
マ
チ
エ
は
、
革
命
期
の
排
外
主
義
の
原
因
と
し
て
戦
争

を
見
出
し
た
。
こ
の
マ
チ
エ
の
解
釈
に
は
、
彼
自
身
の
お
か
れ
て
い
た
、
時
代

の
情
勢
が
深
く
影
響
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
マ
チ
エ
に
と
っ
て
こ
の
研
究

の
目
的
は
、
革
命
期
と
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
お
け
る
、
戦
争
に
伴
う
排
外
主

義
の
比
較
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
マ
チ
エ
は
、
革
命
期
の
排
外
主

義
は
第
一
次
世
界
大
戦
期
ほ
ど
強
く
は
な
ら
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
た
。
マ
チ

エ
が
言
う
こ
と
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
人
種
・
民
族
を
巡
る
戦
争
で
あ
る

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
戦
争
は
自
由
と
専
制
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

巡
る
戦
争
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
革
命
期
に
は
、
専
制
に
与
す
る
疑
わ
し
い

外
国
人
の
み
が
規
制
の
対
象
と
さ
れ
、
し
か
も
戦
時
期
に
限
っ
て
い
た
の
で
あ
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る
。

　

と
は
い
え
マ
チ
エ
は
当
時
の
外
国
人
を
巡
る
動
向
に
注
目
し
な
が
ら
、
戦
争

に
起
因
す
る
排
外
主
義
に
よ
り
、
革
命
が
普
遍
主
義
か
ら
逸
脱
し
た
様
子
を
強

調
し
た
。
こ
の
よ
う
に
マ
チ
エ
が
提
示
し
た
、
一
国
内
で
の
普
遍
主
義
と
国

家
・
国
民
主
義
と
の
衝
突
の
事
例
と
し
て
の
革
命
期
の
外
国
人
の
境
遇
は
、
現

代
の
移
民
の
境
遇
の
先
駆
け
と
し
て
、
そ
の
後
の
他
領
域
の
研
究
で
引
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

第
二
節　

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
問
題
関
心
と
解
釈

　

本
節
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
革
命
期
外
国
人
を
巡
る
研
究
を
概
観
し

な
が
ら
、
ソ
フ
ィ
・
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
の
一
九
九
七
年
の
研
究
を
取
り
上
げ
検
討

す
る）

3
（

。
マ
チ
エ
と
同
じ
く
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
中
で
普
遍
主

義
の
理
念
が
後
退
す
る
様
子
を
、
普
遍
的
な
人
権
概
念
と
、
共
同
体
的
な
境
界

を
伴
う
市
民
権
概
念
の
衝
突
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
た
。
こ
の
研
究
は
、
二
〇

世
紀
半
ば
以
降
喚
起
さ
れ
た
問
題
関
心
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
人
権
と
市
民
権
の
衝
突
と
い
う
観
点
か
ら
革
命
期
に
言
及
し
た

研
究
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
人
権
と
市
民
権
の
不
可
分
性
を
指
摘
し

た
、
政
治
哲
学
者
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
あ
る）

4
（

。

こ
の
研
究
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
ド
イ
ツ
の
人
種
政
策
と
、
そ
の
も
と
で
の

大
勢
の
避
難
民
の
発
生
を
背
景
に
、
一
九
五
一
年
に
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
で
、

一
九
五
五
年
に
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で

人
権
宣
言
が
国
民
主
権
と
結
び
付
け
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
如
何
な
る
場
所
で
も

保
護
さ
れ
る
は
ず
の
人
権
が
国
民
の
権
利
と
な
り
、
一
国
の
領
域
内
で
し
か
担

保
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
普
遍
的
な
人
権
の
概
念
と
排
他

性
を
伴
う
国
家
の
概
念
の
二
つ
を
掲
げ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
は
、
そ
も
そ

も
潜
在
的
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
が
一
九
九
七
年
の
ヴ

ァ
ニ
ッ
シ
ュ
の
研
究
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
は
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
の
研
究
の
時
代
背
景
と
、
関
連
す
る
諸
研
究

を
概
観
し
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
移
民
を

巡
る
議
論
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
一
九
八
〇
年
代
よ
り
一
国
内
で
の
「
外
国

人
」
の
法
的
地
位
や
権
利
を
問
う
研
究
が
蓄
積
さ
れ
、
な
か
で
も
フ
ラ
ン
ス
革

命
期
は
、
近
代
的
な
「
外
国
人
」
概
念
が
形
成
さ
れ
た
時
代
と
し
て
注
目
さ
れ

た
。
例
え
ば
革
命
期
の
外
国
人
の
法
的
地
位
を
検
討
し
た
法
学
者
ダ
ニ
エ
ル
・

ロ
シ
ャ
ッ
ク
の
一
九
八
五
年
の
研
究
や
、
外
国
人
の
「
他
者
性
」
を
通
史
的
に

考
察
し
た
哲
学
者
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
一
九
九
一
年
の
研
究
が
あ
る）

5
（

。

日
本
で
も
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
西
川
長
夫
や
、
歴
史
学
者
の
渡
辺
和
行
、
法
学

者
の
菅
原
真
が
、
革
命
期
の
外
国
人
を
巡
る
政
策
や
法
制
度
を
論
じ
て
い
る）

6
（

。

　

そ
う
し
た
中
で
、
歴
史
学
者
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
の
革
命
期
外
国
人
を
巡
る
研
究

は
登
場
し
た
。
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
の
研
究
で
は
、
議
事
録
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
地

方
当
局
か
ら
国
民
議
会
へ
の
書
簡
を
主
た
る
史
料
と
し
て
、
外
国
人
を
巡
る
当

時
の
言
説
が
分
析
さ
れ
、
当
時
の
外
国
人
に
対
す
る
排
外
的
態
度
が
革
命
の
理

念
と
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
が
言
う
に
、

排
外
主
義
の
起
源
は
、
普
遍
的
な
人
権
理
念
と
、
国
家
を
前
提
と
す
る
主
権
概

念
の
、
そ
も
そ
も
の
衝
突
に
あ
っ
た
。
一
国
の
市
民
権
の
行
使
者
が
限
定
さ
れ

る
以
上
、
権
利
の
対
象
外
と
な
る
「
外
国
人
」
は
必
然
的
に
生
ま
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
は
、「
外
国
人
」
と
い
う
表
現
に
内
包
さ
れ
た
意

味
に
注
目
し
て
い
る
。
革
命
期
に
お
い
て
「
外
国
人
」
は
、
非
フ
ラ
ン
ス
人
の
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両
親
か
ら
生
ま
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
外
出
身
者
の
み
を
単
に
指
し
た
の
で
は
な
い
。

「
フ
ラ
ン
ス
人
」
が
自
由
に
賛
同
す
る
者
と
同
一
視
さ
れ
た
一
方
、「
外
国
人
」

は
専
制
に
伍
す
る
者
と
同
一
説
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
七
九
二

年
一
一
月
一
三
日
の
、
ル
イ
・
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
・
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
の

「
ル
イ
一
六
世
は
我
々
の
間
で
外
国
人
で
あ
る
」
と
の
発
言
か
ら
も
窺
え
る
。

ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
が
言
う
こ
と
に
は
、
こ
の
「
外
国
人
」
と
「
反
革
命
」
の
同
一

視
が
、
革
命
戦
争
期
の
排
外
的
気
運
・
方
針
に
繫
が
っ
た
。
そ
の
顕
著
な
例
が
、

共
和
暦
二
年
ニ
ヴ
ォ
ー
ズ
六
日
（
一
七
九
三
年
一
二
月
二
六
日
）
の
デ
ク
レ
で

あ
る
。
こ
の
デ
ク
レ
で
は
、
外
国
人
は
す
べ
か
ら
く
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
代
表
に

は
な
り
得
な
い
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
革
命
に
賛
同
し
て
い
た
外
国
出
身

者
も
排
斥
の
対
象
と
見
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
外
国
人
へ
の
排
外
的
方
針
の
起

源
を
、
革
命
家
た
ち
の
言
説
や
レ
ト
リ
ッ
ク
に
見
出
す
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
の
解
釈

は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
や
リ
ン
・
ハ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
政
治
文
化
史
研
究
に
連
な
る
も
の
で
あ
る）

7
（

。

　

さ
て
一
方
で
、
革
命
期
の
外
国
人
に
関
し
て
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
の
研
究
は
、
排

外
主
義
に
対
す
る
マ
チ
エ
の
解
釈
に
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
マ
チ
エ
は
革
命
戦
争
期
の
外
国
人
へ
の
排
外
的
な
態
度
・
方
針
を
、
国
防

の
た
め
の
一
時
的
な
措
置
と
捉
え
た
が
、
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
は
、
そ
も
そ
も
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
理
念
自
体
に
排
外
主
義
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
強
調
し
た
の
で
あ

る
。
両
者
の
解
釈
の
差
異
は
、
疑
わ
し
い
外
国
人
の
取
り
締
ま
り
を
目
的
と
し

た
一
七
九
三
年
八
月
一
日
の
デ
ク
レ
草
案
の
解
釈
の
違
い
に
も
反
映
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
草
案
の
第
八
条
で
は
、
素
性
が
保
証
さ
れ
た
外
国
人
に
は
、
そ
の
証

明
と
し
て
、「
歓
待
」
の
言
葉
と
出
身
国
を
記
載
し
た
三
色
旗
の
リ
ボ
ン
の
着

用
が
義
務
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
マ
チ
エ
は
外
国
人
た
ち
が
寛

容
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
証
と
し
た
が
、
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
は
外
国
人
が
差
別
と
警

戒
の
対
象
と
さ
れ
た
証
と
解
釈
し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
マ
チ
エ
と
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
の
研
究
は
、
革
命
期
に
お
け
る
普
遍
主

義
と
国
家
・
国
民
主
義
の
衝
突
に
、
研
究
の
主
眼
を
置
い
た
点
に
お
い
て
共
通

し
て
い
る
。
加
え
て
両
者
共
に
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
普
遍
主
義
と
国
家
・
国

民
主
義
の
衝
突
へ
の
関
心
か
ら
、
革
命
期
に
お
け
る
こ
の
同
様
の
衝
突
を
取
り

上
げ
た
点
も
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
次
の
章
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
設
定
の

在
り
方
の
妥
当
性
を
再
考
し
た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
外
国
人
を
巡
る
当
時

の
実
態
に
注
目
し
な
が
ら
、
当
時
の
そ
も
そ
も
の
国
籍
概
念
の
在
り
様
を
検
討

し
た
研
究
で
あ
る
。

第
二
章　

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
国
籍
概
念

第
一
節　

国
籍
と
市
民
権
を
巡
っ
て

　

本
節
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ラ
ポ
ー
ト
に
よ
る
二
〇
〇
〇
年
の

研
究
で
あ
る）

8
（

。
こ
の
研
究
で
ラ
ポ
ー
ト
は
、
革
命
期
の
外
国
人
を
巡
る
政
策
や

法
制
度
の
実
態
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
革
命
期
の
国
籍
概
念
と
市
民
権
の
実
際

の
在
り
様
に
迫
っ
た
。

　

ま
ず
、
革
命
期
の
国
籍
概
念
に
関
す
る
研
究
動
向
を
確
認
し
た
い
。
一
九
八

〇
年
代
以
降
、
移
民
の
統
合
を
巡
る
議
論
の
要
請
を
受
け
て
、「
国
民
」
と

「
外
国
人
」
の
定
義
を
再
考
す
る
べ
く
、
国
籍
を
巡
る
議
論
が
高
揚
し
た
。
そ

の
中
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
近
代
的
な
国
籍
概
念
形
成
上
の
転
換
点
と
し
て
注

目
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
革
命
期
の
国
籍
概
念
は
多
様
な
学
問
領
域
の
研
究
で
言
及

さ
れ
た
が
、
概
し
て
参
照
さ
れ
た
の
は
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
」
を
定
義
し
た
法
文

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
著
名
な
研
究
の
一
つ
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
国
籍
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の
歴
史
を
比
較
し
た
、
社
会
学
者
ロ
ジ
ャ
ー
ス
・
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
の
一
九
九

二
年
の
著
書
が
あ
る）

9
（

。
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
は
、
国
籍
に
お
い
て
出
生
地
主
義
を

重
ん
じ
る
フ
ラ
ン
ス
と
血
統
主
義
を
重
ん
じ
る
ド
イ
ツ
の
差
異
を
探
る
中
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
国
籍
概
念
の
起
源
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
位
置
付
け
た
。
フ
ラ
ン
ス

革
命
で
は
、「
国
民
」
か
「
外
国
人
」
か
は
、
市
民
権
を
持
ち
得
る
か
ど
う
か

の
一
要
件
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
二
〇
〇
二
年
に
は
政
治
学
者
パ
ト
リ

ッ
ク
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
、
旧
体
制
期
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
国
籍
概
念
の
変
遷
を

通
し
て
、「
国
民
」・「
外
国
人
」
の
境
界
の
在
り
様
に
迫
っ
た）

10
（

。
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、

革
命
期
の
国
籍
概
念
を
普
遍
主
義
的
と
説
明
し
た
。
革
命
期
の
諸
憲
法
に
お
け

る
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
要
件
」
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
生
ま
れ
た
者
や
フ

ラ
ン
ス
人
か
ら
生
ま
れ
た
者
は
等
し
く
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

ま
た
「
外
国
人
」、
す
な
わ
ち
外
国
人
の
親
か
ら
外
国
で
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ

て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
一
定
期
間
居
住
し
、
定
め
ら
れ
た
条
件
を
満
た
し
、
か
つ

市
民
宣
誓
を
す
れ
ば
、
広
く
市
民
権
が
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　

歴
史
学
研
究
と
し
て
は
、
多
様
な
一
次
史
料
を
用
い
る
こ
と
で
、
よ
り
実
態

に
即
し
て
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
国
籍
概
念
を
検
討
す
る
試
み
が
行
な
わ
れ
た
。

例
と
し
て
、
帰
化
状
の
分
析
を
通
し
て
近
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
籍
概
念
を

提
示
し
た
二
〇
〇
四
年
の
ピ
ー
タ
ー
・
サ
ー
リ
ン
ズ
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
が）

12
（

、

革
命
期
に
焦
点
を
当
て
た
ラ
ポ
ー
ト
の
二
〇
〇
〇
年
の
研
究
も
、
歴
史
学
に
よ

る
国
籍
概
念
の
研
究
の
一
角
と
言
え
よ
う
。
ラ
ポ
ー
ト
は
、
多
様
な
一
次
史
料

を
踏
ま
え
つ
つ
、
革
命
期
に
お
け
る
外
国
人
へ
の
議
会
の
方
針
と
実
態
を
検
討

し
て
、
国
籍
概
念
と
市
民
権
の
当
時
の
あ
り
方
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。

　

さ
て
ラ
ポ
ー
ト
は
、
革
命
期
が
掲
げ
る
普
遍
主
義
と
国
家
・
国
民
主
義
の
衝

突
を
強
調
す
る
マ
チ
エ
と
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
の
研
究
に
つ
い
て
、
革
命
期
を
二
〇

世
紀
的
な
価
値
観
の
下
に
解
釈
し
て
お
り
、
言
説
上
の
理
念
や
方
針
と
実
際
の

外
国
人
へ
の
処
遇
と
の
差
異
を
看
過
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
多
様
な

事
例
を
用
い
な
が
ら
、
旧
体
制
期
か
ら
総
裁
政
府
期
に
か
け
て
の
、
外
国
人
を

巡
る
議
会
で
の
言
説
と
実
際
の
様
子
と
を
比
較
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
が
、
一

七
九
三
年
以
降
の
排
外
的
風
潮
の
最
中
で
あ
っ
て
も
、
一
貫
し
て
外
国
人
た
ち

は
活
動
し
得
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
て
お
け
ば
、
議
会
は
、
先

に
も
挙
げ
た
共
和
暦
二
年
ニ
ヴ
ォ
ー
ズ
六
日
（
一
七
九
三
年
一
二
月
二
六
日
）

の
デ
ク
レ
で
外
国
人
を
公
職
か
ら
排
斥
し
、
ま
た
共
和
暦
二
年
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル

二
七
日
（
一
七
九
四
年
四
月
一
五
日
）
に
は
、
外
国
人
に
対
し
民
衆
協
会
や
監

視
委
員
会
、
セ
ク
シ
ョ
ン
総
会
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
総
会
へ
の
参
加
を
禁
じ
た
が
、

し
か
し
ラ
ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
監
視
委
員
会
の
記
録
か
ら
は
、
公
職
に
就
き
続

け
た
外
国
人
も
い
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
と
い
う
。
ゆ
え
に
ラ
ポ
ー
ト
は
、
議

会
で
は
外
国
人
へ
の
厳
格
な
取
り
締
ま
り
が
進
ん
だ
と
し
て
も
、
ロ
ー
カ
ル
の

レ
ベ
ル
で
は
そ
の
方
針
が
必
ず
し
も
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
外
国
人
の
境
遇
の
実
態
を
、
ラ
ポ
ー
ト
は
実
用
主
義
的
態
度
の

現
れ
と
説
明
し
て
い
る
。
革
命
期
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
外
国
人
は
、
個
々
の
有

用
性
で
判
断
さ
れ
、
有
用
で
あ
れ
ば
規
制
の
対
象
外
と
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
実
際
、
上
記
の
共
和
暦
二
年
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
二
七
日
の
法
律
で
は
、
外
国

人
の
職
人
た
ち
の
労
働
が
禁
止
さ
れ
た
も
の
の
、
派
遣
議
員
が
有
用
と
認
め
た

人
物
は
例
外
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
ま
た
同
法
で
は
外
国
人
の
パ
リ
・
要
塞
・
海

港
都
市
の
立
ち
入
り
が
禁
じ
ら
れ
る
一
方
で
パ
リ
の
武
器
製
造
工
場
で
働
く
外

国
人
や
フ
ラ
ン
ス
に
定
着
し
た
外
国
人
は
法
の
適
用
外
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
ラ
ポ
ー
ト
は
、
一
七
九
三
年
以
降
、
言
説
上
で
は
外
国
人
へ
の
規
制

が
厳
格
化
し
た
も
の
の
、
実
態
と
し
て
外
国
人
で
あ
っ
て
も
市
民
権
の
行
使
は

可
能
だ
っ
た
と
結
論
付
け
て
い
る
。
普
遍
主
義
と
排
外
主
義
の
衝
突
を
強
調
す

る
従
来
の
革
命
期
外
国
人
研
究
を
批
判
し
、
外
国
人
へ
の
一
貫
し
た
実
用
主
義

的
態
度
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
近
代
的
な
価
値
観
や
問
題
関

心
の
下
に
言
及
さ
れ
が
ち
な
革
命
期
の
外
国
人
の
状
況
を
、
革
命
以
前
の
伝
統

と
の
連
続
性
に
お
い
て
捉
え
直
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
二
節　

軍
隊
を
巡
っ
て

　

革
命
期
の
外
国
人
を
巡
る
研
究
に
お
い
て
、
軍
事
的
観
点
は
概
し
て
等
閑
視

さ
れ
て
き
た
。
研
究
の
主
眼
が
、
市
民
社
会
で
の
外
国
人
の
法
的
地
位
や
権
利

に
置
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
軍
事
的
視
点
か
ら
革
命
期
の

国
籍
概
念
に
注
目
し
た
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
・
ト
ッ
ツ
ィ
の
二
〇
一
六
年
の
研
究

を
取
り
上
げ
る）

13
（

。

　

軍
事
史
家
ア
ン
ド
レ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ジ
エ
が
旧
体
制
期
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ

う
に
、
革
命
前
後
の
軍
隊
内
の
外
国
人
将
兵
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
部
隊
に
属
す

る
者
と
外
国
人
部
隊
に
属
す
る
者
と
が
い
た
。
し
か
し
史
料
上
の
問
題
か
ら
研

究
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、「
外
国
人
」
で
あ
る
こ
と
が
比
較
的
可
視
化
で
き
る

後
者
の
将
兵
た
ち
で
あ
っ
た）

14
（

。
外
国
人
部
隊
に
は
長
い
歴
史
が
あ
る
が
、
革
命

前
夜
に
お
い
て
外
国
人
部
隊
と
は
、
ル
イ
一
三
世
期
よ
り
国
王
と
部
隊
主
と
の

間
の
契
約
に
基
づ
い
て
フ
ラ
ン
ス
軍
隊
内
に
設
立
さ
れ
た
、
多
様
な
地
域
の
部

隊
を
指
し
た
。
こ
れ
ら
外
国
人
か
ら
成
る
部
隊
は
、
革
命
勃
発
後
の
一
七
九
一

年
半
ば
に
廃
止
さ
れ
る
が
、
革
命
戦
争
勃
発
後
の
一
七
九
二
年
半
ば
、
今
度
は

議
会
と
各
地
の
亡
命
者
集
団
と
の
契
約
に
基
づ
き
、
新
た
に
結
成
さ
れ
る
に
至

る
。

　

さ
て
一
八
世
紀
末
の
外
国
人
部
隊
の
研
究
と
し
て
、
中
世
か
ら
一
九
世
紀
ま

で
の
外
国
人
部
隊
の
変
遷
を
追
っ
た
、
一
八
五
四
年
の
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
フ
ィ
エ

ッ
フ
ェ
の
研
究
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る）

15
（

。
ま
た
二
〇
一
三
年
に
は
、
旧
体
制
期
・

革
命
期
の
外
国
人
部
隊
と
、
一
八
三
一
年
に
起
源
を
持
つ
今
日
の
外
国
人
部
隊

（
通
称
「
外
人
部
隊
」）
の
概
説
を
併
載
し
た
事
典
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
防
省
の
協

力
の
下
に
出
版
さ
れ
た）

16
（

。
と
こ
ろ
で
、
革
命
期
の
軍
事
史
の
観
点
か
ら
、
外
国

人
部
隊
を
巡
る
動
向
に
言
及
し
た
研
究
者
と
し
て
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
コ
ッ

ト
や
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
ベ
ル
ト
ー
、
そ
し
て
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ゲ
ノ
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
ス
コ
ッ
ト
は
、
革
命
期
正
規
軍
の
研
究
の
中
で
、

旧
体
制
期
以
来
の
外
国
人
か
ら
成
る
諸
連
隊
の
動
向
に
言
及
し
て
い
る）

17
（

。
ま
た

革
命
期
の
兵
士
の
市
民
化
を
検
討
し
た
ベ
ル
ト
ー
と
、
植
民
地
で
軍
事
活
動
を

行
な
う
部
隊
を
分
析
し
た
ゲ
ノ
は
、
革
命
期
に
新
た
に
組
織
さ
れ
た
外
国
人
部

隊
に
言
及
し
て
い
る）

18
（

。
特
に
革
命
期
の
外
国
人
部
隊
を
巡
る
議
論
を
軍
事
的
・

政
治
的
観
点
か
ら
検
討
し
た
ゲ
ノ
は
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
第
一
人
者
と
言
え

る
で
あ
ろ
う）

19
（

。

　

こ
う
し
た
中
で
、
外
国
人
部
隊
を
巡
る
当
時
の
議
論
を
通
し
て
、
革
命
期
の

外
国
人
を
取
り
巻
く
状
況
に
注
目
し
た
の
が
ト
ッ
ツ
ィ
で
あ
る
。
ト
ッ
ツ
ィ
は
、

議
会
で
の
討
議
や
軍
隊
か
ら
の
報
告
を
主
た
る
史
料
と
し
な
が
ら
、
国
民
化
さ

れ
る
軍
隊
の
中
で
の
外
国
人
将
兵
の
位
置
付
け
を
検
討
し
た
。
ト
ッ
ツ
ィ
に
よ

れ
ば
、
議
会
で
は
革
命
勃
発
直
後
よ
り
、「
国
王
に
忠
誠
を
誓
う
軍
隊
」
か
ら

「
国
民
に
属
す
る
軍
隊
」
へ
と
移
行
さ
せ
る
べ
く
軍
隊
の
国
民
化
が
目
指
さ
れ
、

例
え
ば
一
七
九
一
年
一
月
一
日
に
は
正
規
軍
の
諸
連
隊
に
対
し
て
、
名
称
の
序

数
化
と
三
色
旗
の
携
帯
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
全
将
兵
の
国
家
へ
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の
帰
属
が
目
指
さ
れ
る
中
で
外
国
人
部
隊
内
の
将
兵
へ
の
処
遇
が
問
題
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
ト
ッ
ツ
ィ
は
、
軍
隊
で
は
革
命
前
か
ら
、
市
民
社
会
よ
り
も
早
く
か
ら

排
外
主
義
が
見
ら
れ
た
と
主
張
す
る
。
ト
ッ
ツ
ィ
に
よ
れ
ば
、
一
七
八
九
年
か

ら
一
七
九
一
年
に
か
け
て
、
旧
体
制
期
来
の
外
国
人
諸
連
隊
の
将
兵
た
ち
の
一

部
は
革
命
へ
の
協
力
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
反
革
命
派
に
転
身
し
た
外
国

人
将
兵
は
フ
ラ
ン
ス
人
将
兵
よ
り
少
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
議
会
内
外

で
は
、「
外
国
人
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
に
国
防
を
委
ね
る
こ
と
を
危
険

視
す
る
傾
向
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
ト
ッ
ツ
ィ
は
こ
う
し
た
様
相
を
排
外
主
義

と
捉
え
た
。
確
か
に
革
命
戦
争
に
突
入
し
た
一
七
九
二
年
に
軍
事
力
増
強
の
必

要
か
ら
外
国
人
部
隊
が
再
び
組
織
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
は
解
体
へ
と
向
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
外
国
人
将
兵
へ
の
排
外
的
動
き
は
一
貫
し
て
い
た
と
考
え
た
の

で
あ
る）

20
（

。
一
七
九
三
年
以
降
に
軍
隊
内
の
外
国
人
将
校
が
相
次
い
で
糾
弾
・
処

刑
さ
れ
た
こ
と
も
、
ト
ッ
ツ
ィ
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ト
ッ
ツ
ィ
は
、
軍
隊
で
の
排
外
的
方
針
が
一
貫
し
て
い
た
と
主
張

し
、
軍
隊
内
の
動
き
を
看
過
し
て
き
た
マ
チ
エ
、
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
、
ラ
ポ
ー
ト

ら
の
研
究
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
軍
隊
固
有
の

排
外
的
風
潮
や
国
籍
へ
の
意
識
に
注
目
し
、
実
態
の
中
で
の
排
外
主
義
を
捉
え

よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ト
ッ
ツ
ィ
は
、
ラ
ポ
ー
ト
同
様
に
、
外

国
人
の
実
状
を
明
ら
か
に
し
、
当
時
の
国
籍
概
念
の
在
り
方
を
再
検
討
し
よ
う

と
し
た
と
言
え
よ
う
。

第
三
節　

外
国
人
女
性
を
巡
っ
て

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
当
時
の
国
籍
概
念
を
検
討
し
た
研
究
に
も
注
目
す

る
。
中
心
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
・
ホ
イ
ヤ
ー
の
二
〇
〇
五
年
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
家
族
研
究
で
あ
る
。
ホ
イ
ヤ
ー
が
女
性
の
国
籍
概
念
に
迫
り
、

革
命
期
の
外
国
人
女
性
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
本
稿
で

は
外
国
人
研
究
の
視
点
か
ら
注
目
し
た
い
。

　

従
来
の
革
命
期
外
国
人
を
巡
る
研
究
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
視
点
は
等
閑

視
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
外
国
人
の
法
的
地
位
や
権
利
、
国
籍
と
市
民

権
の
関
係
を
巡
る
問
い
に
研
究
の
主
眼
が
置
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
革
命
期
に

お
い
て
外
国
人
の
法
的
地
位
や
権
利
を
巡
る
議
論
の
対
象
た
り
得
た
の
は
、
能

動
的
市
民
に
な
り
得
る
男
性
に
限
ら
れ
て
い
た
。
実
際
、
一
七
九
一
年
憲
法
で

は
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
・
帰
化
の
要
件
の
対
象
は
男
性
に
事
実
上
限
定
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
対
象
外
と
な
る
女
性
は
、
先
行
研
究
か
ら
も
抜
け
落
ち
る
こ
と
と
な

っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
の
女
権
活
動
家
の
エ
ッ
タ
・
パ
ル
ム
・
デ
ル
デ
ー
ル
や
イ

ギ
リ
ス
人
の
文
筆
家
ヘ
レ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
な
ど
、
著
名
な
外
国
人
女
性
に

は
注
目
が
集
ま
っ
た
も
の
の
、
外
国
人
女
性
一
般
の
法
的
地
位
や
権
利
や
彼
女

ら
の
実
態
は
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
革
命
期
の
女
性
の
国
籍
に
言
及
し
た
研
究
と
し
て
、
先
に

も
触
れ
た
政
治
学
者
ヴ
ェ
イ
ユ
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る）

21
（

。
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
敵
国

出
身
者
の
拘
留
を
巡
る
デ
ク
レ
案
が
検
討
さ
れ
て
い
た
一
七
九
三
年
一
〇
月
一

六
日
に
議
会
で
、
妻
の
夫
へ
の
追
随
を
自
明
視
す
る
声
が
挙
が
っ
た
こ
と
を
根

拠
に
し
つ
つ
、
革
命
期
に
フ
ラ
ン
ス
人
男
性
と
結
婚
し
た
外
国
人
女
性
は
フ
ラ

ン
ス
人
と
認
め
ら
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
実
際
に
こ
の
デ
ク
レ
で
は
、
フ
ラ

ン
ス
人
男
性
と
結
婚
し
た
外
国
人
女
性
は
デ
ク
レ
適
用
の
対
象
外
と
さ
れ
た
。

他
方
で
ヴ
ェ
イ
ユ
は
次
の
三
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
旧
体
制
期
に
は

外
国
人
女
性
は
、
単
身
で
も
帰
化
が
で
き
た
こ
と）

22
（

、
旧
体
制
期
も
革
命
期
も
法
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律
上
、
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
男
性
と
の
結
婚
後
も
フ
ラ
ン

ス
人
で
あ
り
続
け
る
と
さ
れ
、
か
つ
夫
と
な
っ
た
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
認

め
ら
れ
た
こ
と
、
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
で
は
フ
ラ
ン
ス
人
・
外
国
人
問
わ
ず
、

妻
は
夫
の
国
籍
に
従
う
と
改
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
外
国
人
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
巡
る
状
況
に
は
矛
盾
や
変
化
が
指
摘
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
国

籍
概
念
上
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
視
点
の
曖
昧
さ
は
、
女
性
の
法
的
地
位
を
巡
る
当

時
の
議
論
の
未
熟
さ
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
革
命

期
の
外
国
人
女
性
の
あ
り
方
を
捉
え
る
に
は
、
議
会
や
法
制
度
の
言
説
に
た
よ

る
だ
け
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
興
味
深
い
の
が
ホ
イ
ヤ
ー
の
研
究
で
あ
る
。
ホ
イ
ヤ
ー
の
研
究

の
目
的
は
、
一
七
八
九
年
か
ら
一
八
三
〇
年
に
か
け
て
の
国
籍
と
市
民
権
の
在

り
方
の
変
遷
と
男
女
間
の
差
異
を
、
家
族
の
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
こ
で
ホ
イ
ヤ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
亡
命
者
の
妻
・
娘
・
未
亡
人
の
法
的
地
位

に
関
す
る
議
論
や
、
フ
ラ
ン
ス
人
革
命
家
の
遺
児
で
あ
る
女
性
と
外
国
人
男
性

と
の
結
婚
に
よ
る
国
籍
の
変
化
を
巡
る
裁
判
な
ど
、
多
様
な
事
例
の
分
析
を
通

し
て
、
当
時
の
女
性
の
国
籍
や
市
民
権
の
展
開
を
追
い
、
女
性
の
国
籍
は
、
裁

判
や
嘆
願
に
よ
る
訴
え
を
通
し
て
よ
う
や
く
議
論
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。

　

さ
て
ホ
イ
ヤ
ー
が
、
女
性
の
国
籍
へ
の
視
線
の
欠
如
を
示
す
例
と
し
て
注
目

し
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
地
位
や
権
利
を
求
め
る
外
国
人
女
性
の
嘆

願
で
あ
る
。
例
え
ば
一
七
九
二
年
末
、
一
七
九
一
年
憲
法
に
基
づ
き
帰
化
が
承

認
さ
れ
る
よ
う
立
法
委
員
会
に
嘆
願
し
た
外
国
人
女
性
は
、
同
郷
の
夫
と
フ
ラ

ン
ス
を
訪
れ
た
が
、
帰
国
す
る
夫
と
離
婚
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
留
ま
る
べ
く
、
フ

ラ
ン
ス
人
へ
の
帰
化
の
嘆
願
を
行
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
嘆
願
で
の
論
点

は
、
本
来
は
外
国
人
男
性
に
市
民
権
を
与
え
る
目
的
で
の
帰
化
要
件
が
、
女
性

に
も
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
す
る
明
確
な
回
答

は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
敵
国
出
身
者
の
拘
留
や
追
放
が
定
め
ら

れ
た
際
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
地
位
を
求
め
る
外
国
人
女
性
の
嘆
願
が
少
な
か

ら
ず
作
成
さ
れ
た
が
、
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
寡
婦
の
嘆
願
の
場
合
、
フ
ラ
ン

ス
に
帰
化
し
た
父
親
と
夫
が
死
去
し
た
こ
と
で
、
彼
女
自
ら
が
外
国
人
規
制
の

対
象
に
な
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
外
国
人
女
性
の
姿
は
、
革
命

当
時
に
お
け
る
国
籍
概
念
が
い
か
に
曖
昧
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
第
二
章
で
概
観
し
て
き
た
革
命
期
の
外
国
人
を
巡
る
研
究
か
ら

は
、
外
国
人
が
置
か
れ
て
い
た
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
な
ら
で
は
の
実
相
が
窺
え

る
。
と
も
す
れ
ば
、
革
命
期
に
お
け
る
、
理
念
や
言
説
か
ら
窺
え
る
近
代
国
家

的
側
面
か
ら
の
み
で
は
、
革
命
期
の
外
国
人
を
巡
る
研
究
は
不
十
分
で
あ
る
と

い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

結
び
に
│
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
外
国
人
を
巡
る
研
究
の
課
題
と

展
望

　

最
後
に
、
革
命
期
の
外
国
人
を
巡
る
研
究
の
、
今
後
の
課
題
と
展
望
を
提
示

し
た
い
。

　

ま
ず
は
本
稿
の
内
容
を
総
括
す
る
。
第
一
章
で
は
、
普
遍
主
義
的
理
念
と
国

家
・
国
民
主
義
的
理
念
の
衝
突
の
様
相
に
論
点
を
置
い
た
革
命
期
の
外
国
人
を

巡
る
研
究
を
概
観
し
た
。
そ
こ
で
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
外
国
人
・
移
民
の

境
遇
の
参
照
系
と
し
て
、
革
命
期
の
外
国
人
の
法
的
地
位
や
権
利
の
在
り
様
、

政
策
の
変
遷
が
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
二
〇
世
紀
的
な
価
値
観
が
い
さ

さ
か
直
接
的
に
反
映
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
第
二
章
で
は
、
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外
国
人
の
境
遇
を
よ
り
多
角
的
に
捉
え
る
こ
と
で
革
命
期
の
国
籍
概
念
・
意
識

の
実
態
に
迫
ろ
う
と
し
た
歴
史
学
的
研
究
を
取
り
上
げ
た
。
そ
う
し
た
研
究
で

は
、
法
文
や
議
論
の
言
説
で
は
掬
い
き
れ
な
い
、
一
八
世
紀
末
な
ら
で
は
の
国

籍
概
念
や
国
籍
の
意
識
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
研
究
動
向
を
踏
ま
え
れ
ば
、
旧
体
制
期
的
な
慣
行
と
近
代
的
な
理

念
の
狭
間
に
あ
る
革
命
期
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
を
巡
る
実
態
の
さ
ら
な
る
追

究
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
、
革
命
期
に
お
け
る
外
国
人
の
境
遇
の

複
雑
さ
を
示
す
い
く
つ
か
の
事
例
に
言
及
し
つ
つ
、
研
究
の
こ
れ
か
ら
を
展
望

し
て
み
た
い
。

　

外
国
人
の
実
態
の
解
明
に
は
一
層
多
角
的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
が
、
考
察

す
べ
き
対
象
の
ひ
と
つ
に
領
土
併
合
に
起
因
す
る
国
籍
の
問
題
が
あ
る
。
革
命

期
に
は
周
辺
諸
地
域
が
フ
ラ
ン
ス
に
併
合
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
「
国
民
」

と
「
外
国
人
」
の
境
界
に
流
動
性
と
曖
昧
さ
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
一
七
九
三
年
初
頭
の
ベ
ル
ギ
ー
・
リ
エ
ー
ジ
ュ
併
合
計
画
の
進
行
や
、
ニ

ー
ス
伯
領
併
合
の
決
定
に
よ
り
、
当
該
地
域
の
出
身
者
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
見
な

さ
れ
た
が
、
反
面
に
お
い
て
外
国
人
へ
の
規
制
が
進
む
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
は
混

乱
に
繫
が
っ
た
。
事
実
、
一
七
九
三
年
八
月
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
い
る
ベ
ル
ギ

ー
人
・
リ
エ
ー
ジ
ュ
人
か
ら
、
敵
国
出
身
者
の
排
斥
の
デ
ク
レ
が
自
ら
に
適
用

さ
れ
る
か
ど
う
か
懸
念
す
る
声
が
議
会
に
届
け
ら
れ
て
い
る）

23
（

。
ま
た
一
七
九
四

年
一
月
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
併
合
前
に
敵
軍
に
参
加
し
た
ニ
ー
ス
伯
領
出
身
捕
虜

を
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
処
遇
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た）

24
（

。
こ
れ
ら
の
事
例

が
示
す
、
実
態
に
お
け
る
「
国
民
」・「
外
国
人
」
概
念
の
流
動
性
や
曖
昧
さ
は
、

革
命
期
の
外
国
人
を
巡
る
研
究
の
深
化
の
た
め
に
は
注
目
に
値
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
革
命
期
に
お
け
る
「
国
民
」・「
外
国
人
」
概
念
の
流
動
性
や
曖
昧

さ
へ
の
着
眼
は
、
ハ
ウ
ワ
ー
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
を
除
け
ば
、
概
し
て
見
ら
れ

な
か
っ
た
。
外
国
人
へ
の
警
戒
と
排
外
主
義
の
様
相
に
焦
点
を
あ
て
て
き
た
一

連
の
先
行
研
究
で
は
、「
国
民
」・「
外
国
人
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
自
明
視

さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
ヴ
ァ
ニ
ッ
シ
ュ
は
、
一
七
九
三
年
以
降
の

各
市
町
村
で
の
外
国
人
の
取
り
締
ま
り
・
監
視
の
強
化
を
例
に
、
社
会
の
中
で

の
外
国
人
の
劣
位
性
を
提
示
し
た
が
、
同
様
の
措
置
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
も
適
用

さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

25
（

。
他
方
、
ラ
ポ
ー
ト
は
、
外

国
人
へ
の
規
制
の
強
化
に
反
し
て
、
実
際
に
は
フ
ラ
ン
ス
人
同
様
の
権
利
を
享

受
し
続
け
た
外
国
出
身
者
が
い
た
こ
と
か
ら
、
外
国
人
に
は
実
利
主
義
的
態
度

が
取
ら
れ
た
と
指
摘
し
た
が
、
国
籍
法
が
確
立
し
て
い
な
い
時
代
に
お
い
て
、

そ
の
人
物
を
「
外
国
人
」
と
し
て
、
当
人
や
周
囲
が
ど
こ
ま
で
認
識
し
て
い
た

か
も
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
事
実
一
七
九
三
年
一
〇
月
、
イ
ル
＝

ド
＝
フ
ラ
ン
ス
の
某
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
人
民
協
会
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
内
に
居
住

す
る
三
人
の
外
国
人
に
つ
い
て
、
そ
の
心
は
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
た
め
に
外
国

人
の
取
り
締
ま
り
の
対
象
か
ら
外
す
よ
う
訴
え
る
嘆
願
が
議
会
に
届
け
ら
れ
て

い
る）

26
（

。
こ
の
よ
う
に
革
命
期
の
国
籍
概
念
の
曖
昧
さ
や
流
動
性
、
な
い
し
は
自

律
性
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
革
命
期
の
外
国
人
の
実
態
に
近
づ
く
に
は
、「
上
か

ら
」
の
み
な
ら
ず
「
下
か
ら
」
の
視
線
が
不
可
欠
な
の
で
あ
り
、
外
国
人
や
そ

の
周
囲
の
人
々
の
声
に
も
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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